
平成22年6月

｢経過措置満了｣のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成22年6月30日をもちまして、下記品目の経過措置期間が満了いたしますので

ご案内申し上げます。
尚、下記品目の在庫がございましたら、弊社担当者までご連絡下さいますようお願い申
し上げます。

敬白

記

■経過措置満了品目：

※｢医薬品関連医療事故防止対策の強化・徹底について(平成16年6月2日付薬食発第0602009号)｣

に基づき販売名を変更させていただいた品目です。

■経過措置満了日：

・平成22年6月30日（7月1日以降の保険請求はできません）。
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